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�愛媛県告示第５７２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日

から４月間縦覧に供する。

平成２６年５月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ドラッグコスモス日高店 愛媛県今治市別名字
中河原３７３番地 大規模小売店舗の名称 （仮称）ドラッグコ

スモス今治別名店
ドラッグコスモス日
高店

平成２６年
４月５日

平成２６年
４月２２日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支

局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第５７３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等（２件）……………………………………………………………………………………………………（経営支援課）…３５６

○ 土地改良区役員の就退任の届出（５件）………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）…３５７

○ 土地改良区の定款変更の認可（３件）……………………………………………………………………（東予地方局農村整備課、南予地方局農村整備課）…３５８

○ 道路の区域変更（県道猿鳴平城線）………………………………………………………………………………………………（南予地方局愛南土木事務所）…３５８

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…３５９

公 告

○ 毒物劇物取扱者試験の実施……………………………………………………………………………………………………………………………（薬務衛生課）…３５９

○ 製菓衛生師試験の施行…………………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…３５９

○ 調理師試験の実施………………………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…３５９

選挙管理委員会告示

○ 直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数……………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…３５９

正 誤

○ 平成２６年３月２４日付け第２５５５号愛媛県告示第３２１号（指定介護機関（居宅介護事業者）の変更）中………………………………………（保健福祉課）…３６０

○ 平成２６年３月２４日付け第２５５５号愛媛県告示第３２４号（指定介護機関（介護予防事業者）の変更）中………………………………………（ 〃 ）…３６０

毎週（火・金）曜日発行 第２５６７号 平成２６年５月２日

平成２６年５月２日金曜日 第２５６７号

愛 媛 県 報

３５６



�������
�愛媛県告示第５７４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

道前平野土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があっ

た。

平成２６年５月２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

退 任

�������
�愛媛県告示第５７５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市洪水土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２６年５月２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

就 任

退 任
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�愛媛県告示第５７６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

小松町安井土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２６年５月２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

就 任

退 任

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成２６年５月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ハローズ新居浜郷店
愛媛県新居浜市郷５
丁目甲５８番１ 外２４
筆

大規模小売店舗において小売
業を行う者 株式会社ハローズ 株式会社ハローズほ

か１者
平成２６年
２月１２日

平成２６年
４月２３日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 木 忠 司 西条市楠甲６１５番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 眞 鍋 正 幸 新居浜市中村１丁目６－３６

〃 加 藤 良 一 新居浜市久保田町１丁目３－２６

監 事 大 澤 眞 一 新居浜市土橋１丁目８－４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 坂 本 茂 久 新居浜市滝の宮町４－１３

〃 土 岐 清 新居浜市横水町１３－１７

監 事 青 野 幸 永 新居浜市滝の宮町１１－１４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 茅 原 明 西条市小松町安井甲２１０番地

〃 曽我部 司 西条市小松町安井甲２８０番地

〃 今 井 正 富 西条市小松町安井甲１０１番地

〃 渡 部 實 西条市小松町安井甲４４８番地

〃 伊 藤 清 繁 西条市小松町安井甲３９９番地２

〃 今 井 央 松山市南久米町４５３番地１１

監 事 今 井 敏 彦 西条市小松町安井甲１１６番地

〃 安 藤 満 西条市小松町安井甲２０７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 茅 原 明 西条市小松町安井甲２１０番地

〃 曽我部 司 西条市小松町安井甲２８０番地

〃 今 井 正 富 西条市小松町安井甲１０１番地

〃 渡 部 實 西条市小松町安井甲４４８番地

〃 伊 藤 清 繁 西条市小松町安井甲３９９番地２

〃 今 井 央 松山市南久米町４５３番地１１

愛 媛 県 報平成２６年５月２日 第２５６７号

３５７
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�愛媛県告示第５７７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

小松町第三土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２６年５月２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

就 任

退 任
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�愛媛県告示第５７８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

小松町明穂土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２６年５月２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

就 任

退 任
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�愛媛県告示第５７９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市国安土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２６年５月２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治
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�愛媛県告示第５８０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西予市宇和町土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２６年５月２日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎
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�愛媛県告示第５８１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

保内町土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２６年５月２日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第５８２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年５月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 戸 田 博 明 西条市小松町北川１４１番地１

〃 渡 部 芳 孝 西条市小松町北川１９２番地

〃 青 山 啓 治 西条市小松町北川３５９番地２

〃 森 山 智 年 西条市小松町北川２８０番地２

〃 竹 田 勝 年 西条市小松町北川３５２番地１２

監 事 真 鍋 駒 次 西条市小松町北川２８３番地第２

〃 三 村 康 行 西条市小松町北川２２８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 戸 田 博 明 西条市小松町北川１４１番地１

〃 渡 部 芳 孝 西条市小松町北川１９２番地

〃 森 山 恭 二 西条市小松町新屋敷甲２６９番地１

〃 高 橋 剛 西条市小松町北川１４６番地

〃 戸 田 裕 三 西条市小松町北川４０１番地

監 事 真 鍋 駒 次 西条市小松町北川２８３番地第２

〃 三 村 康 行 西条市小松町北川２２８番地

監 事 今 井 敏 彦 西条市小松町安井甲１１６番地

〃 � 木 正 美 西条市小松町安井甲２０４番地４

〃 今 井 和 弘 西条市小松町明穂甲１９８番地

〃 玉 井 伸 一 西条市小松町明穂甲５３４番地

〃 玉 井 敏 弘 西条市小松町明穂甲５１１番地の２

〃 金 子 辰 雄 西条市小松町明穂甲２０５番地

〃 今 井 大 西条市小松町明穂甲５６７番地１

監 事 玉 井 敬 三 西条市小松町明穂甲５４０番地

〃 今 井 健 博 西条市小松町明穂甲５７２番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 佐 伯 博 西条市小松町明穂甲２９４番地２

〃 今 井 武 行 西条市小松町明穂甲５４９番地

〃 玉 井 静 正 西条市小松町明穂甲３３０番地２

〃 玉 井 保 幸 西条市小松町北川６９番地５

〃 山 本 幸 二 西条市小松町明穂甲２７４番地１

〃 今 井 良 典 西条市小松町明穂甲５６２番地１

監 事 村 上 浩 西条市小松町明穂甲１９３番地２

〃 工 藤 一 孝 西条市小松町明穂甲２４３番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 玉 井 靖 隆 西条市小松町明穂甲５７８番地の２

愛 媛 県 報平成２６年５月２日 第２５６７号
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公 告

選挙管理委員会告示

�公 告

毒物劇物取扱者試験の実施について

愛媛県毒物劇物取扱者試験規則（昭和２６年愛媛県規則第２６号）第

４条第１項の規定により、平成２６年毒物劇物取扱者試験を次のとお

り実施する。

平成２６年５月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の日時

平成２６年８月５日（火）１３時３０分

２ 試験の場所

愛媛県庁（愛媛県松山市一番町四丁目４－２）

３ 受験願書の提出期間

平成２６年６月９日（月）から１３日（金）まで。

ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受

け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所（松山市の区域

にあっては、中予保健所）と、県外居住者については愛媛県保健

福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。
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�公 告

製菓衛生師試験の施行について

製菓衛生師法（昭和４１年法律第１１５号）第４条第１項の規定によ

る平成２６年度製菓衛生師試験を次のとおり施行する。

平成２６年５月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の日時

平成２６年７月１０日（木）１３時００分

２ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁

３ 受験願書の提出期間

平成２６年６月２日（月）から６月１３日（金）まで。ただし、郵

送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所と、県外居住者

については愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。

５ その他

受験についての必要事項は、受験票により指示する。

�������
�公 告

調理師試験の実施について

調理師法（昭和３３年法律第１４７号）第３条の２第１項の規定によ

る平成２６年度調理師試験を次のとおり実施する。

平成２６年５月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の日時

平成２６年８月４日（月）１３時３０分

２ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁

３ 受験願書の提出期間

平成２６年６月１６日（月）から６月２７日（金）まで。ただし、郵

送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所と、県外居住者

については愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。

５ その他

受験についての必要事項は、受験票により指示する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第１８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２６年５月２日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

�愛媛県告示第５８３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年５月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 猿鳴平城線
南宇和郡愛南町中浦２番４から

同町高畑９５６番３まで

旧 ５．０～３９．０ ０．２５３

新 １４．０～１２１．５ ０．１８１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 猿鳴平城線
南宇和郡愛南町中浦２番４から

同町高畑９５６番３まで
平成２６年５月２日

愛 媛 県 報平成２６年５月２日 第２５６７号

３５９



正 誤

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１７９，３６０

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，５８８

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４７，４２０

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�正 誤

平成２６年３月２４日付け第２５５５号愛媛県告示第３２１号（指定介護機

関（居宅介護事業者）の変更）中

�������
�正 誤

平成２６年３月２４日付け第２５５５号愛媛県告示第３２４号（指定介護機

関（介護予防事業者）の変更）中

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４３，５５２ １４，５１８

南 宇 和 郡 ２０，４６５ ６，８２２

松山市・上浮穴郡 ４２９，４９３ １３８，２４９

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４４，４４１ ４８，１４７

宇和島市・北宇和郡 ８２，６００ ２７，５３４

八幡浜市・西宇和郡 ４０，９６９ １３，６５７

新 居 浜 市 １０１，２１２ ３３，７３８

西 条 市 ９２，４６９ ３０，８２３

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５３，７７８ １７，９２６

伊 予 市 ３１，８９９ １０，６３３

四 国 中 央 市 ７５，２５９ ２５，０８７

西 予 市 ３５，２８３ １１，７６１

東 温 市 ２７，９４０ ９，３１４

ページ 箇 所 誤 正

１６２
居宅介護事業を行う
事業所名称欄中
上から１段目

デイサービスあっ
たか

デイサービスセン
ターあったか

ページ 箇 所 誤 正

１６２
介護予防事業を行う
事業所名称欄中
上から１段目

デイサービスあっ
たか

デイサービスセン
ターあったか

平成２６年５月２日 発行

愛 媛 県 報平成２６年５月２日 第２５６７号
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